自治基本条例に関するまちづくり懇談会での意見
１　郡家

◎　自治基本条例において、自治会の役割と位置づけを明確化せよ。市の対応策は。行政の責任として、自治会への加入促進を図れ。

市民の責務として、自治会加入等について明文化せよ。（全世帯加入）

＊　加入を促進するために条例で明記できるかどうか、先進事例を研究したり、ワークショップで意見を聞き、対応したい。　　

２　城坤

◎　自治基本条例を策定してほしい。（以下の意見から読み取る。）

　　①　情報を共有して、どうやれば経費が削減されるか意見を求めよ。

②　合併特例債の例から、必要であれば借りるというが、先に市で決めて、借りましたではいけない。市民に意見を聞くのが先であろう。（素案の段階から市民が関わるのですよ。）

３　城西

　◎　自治基本条例の中身は。子育てハッピープラン、防災対策、男女共同参画の推進等、各部署で計画が作成されている。並行してどのような状態で基本条例を進めていくのか。
· 　協働のまちづくりを進める上で、自治の基本理念、市民参画について制度化する。情報を共有して市民参画を図るという条例の理念に基づき、各個別の条例・計画を策定する。そのため、ワークショップやパブリックコメントを求めていく。

４　城南

◎１　住民投票制度の導入について

　　２　審議会委員の公募数をもう少し増加させよ。

＊１　今後、ワークショップ、市民の意見、先進地事例を参考に検討する。

　　２　学識経験者とのバランスを考え、できるだけ公募委員を増やしていく。

５　飯野

◎　市民への行政情報の発信は
＊　ホームページ、広報紙、文字放送がある。また市民からの意見を聞く場としては、ひまわり通信、ホームページへの書き込み、アンケート調査がある。その他よい方法があれば教えてほしい。

６　垂水
　◎１　条例の趣旨、目的、策定期間は。
２　ボランティアも（参画できるように）条例に盛り込んでほしい。
３　自治会、コミュニティ未加入者の声をどう取り上げるか。

　
· １　目的等（自治の基本原則を定めるとともに、市民参加・協働の
　　　ルールを策定する）を説明。期間は本年度
２　検討して盛り込みたい。
３　広報、ホームページでワークショップ開催の案内、意見募集等を行う。

７　飯山南
　◎　市民との協働で市は何を期待しているのか。

＊　情報の交換、自主的な活動をお願いする。地域の特色を活かしたまちづくり、防災対策を望む。

８　広島
　◎　離島行政視察の代わりに、懇談会を毎年開催してほしい。そのことを、条例で明文化してほしい。

９　城乾
· なぜ基本条例が必要か。
　＊　今後、市民参画・協働が重要となる。協働のまちづくりのためにも、市民の権利等を定めていきたい。
10　城北
　◎　東汐入川緑道公園から新堀港を回遊できるよう、灯篭などの設置を。御供所～平山～通町～松屋町～風袋町～渡場～田潮八幡　お互いが連携してまちづくりを
　　　職員も地域の行事に参加せよ。広報の配布、回覧による周知等、自治会の有効活用を

11　岡田
　◎　１市民参加の制度化を進めて

　　２コミュニティセンターを地元で管理したい。

＊　１条例の趣旨が市民参加であり、制度化したい。ワークショップ、審議会で検討する。
２今後の会長会で、指定管理に当たっての現状の課題、解決方法について、意見交換するとともに、受け皿等の環境整備が整い次第、モデル地区を決め、地元管理を推進したい。
12　富熊
　◎　資料によると、市民の責任と義務を定めるとなっている。責任と役割に変えてほしい。
　＊　権利と義務という表現になったが、条例では役割に改めたい。

13　その他　　無（栗熊、川西、飯山北、本島、土器）
